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新規申請・現況確認用

以下の①の対象施設等を、②の支給要件を満たした子どもが利用した際の費用が給付（保育料無

償化）されます。給付を受けるためには、事前に施設等利用給付認定申請の手続きが必要です。

ただし、教育・保育給付 2号認定または 3号認定を受けて認可保育園、認定こども園を利用してい

る場合や、企業主導型保育事業を利用している場合は、施設等利用給付認定を受けることはできま

せん。

①対象施設等

・新制度未移行の幼稚園

・特別支援学校の幼稚部

・認可外保育施設（児童福祉法に基づく届出がされ、国が定める基準を満たすものに限る）

・預かり保育事業

・一時預かり事業

・病児保育事業

・子育て援助活動支援事業であって、市町村の確認を受けたもの。

②支給要件

以下のいずれかに該当する子どもであって真庭市の認定を受けたもの。

・3歳児クラスから 5歳児クラスまで（小学校就学前まで）の子ども

・0歳から 2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもであって、保育の必要性がある子ども

施設等利用給付認定は保育の必要性の有無と年齢に応じて、「新 1号認定」、「新 2号認定」、「新 3

号認定」のいずれかに区分され、認定区分によって利用できる施設が分けられます。

給付を受けるために、支給要件に該当することを真庭市が認定します。

○施設等利用給付における子どもの認定区分

認定区分 支給要件 支給に係る施設・事業

新 1号認定
満３歳以上の小学校就学前子どもであって、新 2号認

定・新 3号認定以外のもの

幼稚園（新制度未移行）、

特別支援学校等

新 2号認定

満３歳に達する日以後最初の 3 月 31 日を経過した小

学校就学前子どもであって、保護者が「保育を必要と

する事由」に該当し、家庭において必要な保育を受け

ることが困難であるもの

認定こども園（国立、公立大学法人立）、

幼稚園（新制度未移行）、

特別支援学校

認可外保育施設

預かり保育事業、

一時預かり事業、

病児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業

新 3号認定

満３歳に達する日以後最初の 3 月 31 日までの間にあ

る小学校就学前子どもであって、保護者が「保育を必

要とする事由」に該当し、家庭において必要な保育を

受けることが困難であるもののうち、保護者及び同一

世帯員が市町村民税非課税者であるもの

１．子育てのための施設等利用給付（以下、「施設等利用給付」という）

制度について

２．施設等利用給付認定について

子育てのための施設等利用給付(保育料無償化)について
制度・認定・認定申請・利用料の支払い等
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○「新 2号認定」、「新 3号認定」の認定にあたっては保護者が以下の「保育を必要とする事由」の

いずれかに該当することが認定の要件となります。

○認定に関する留意事項等

・利用施設の組合せによっては、教育・保育給付認定と施設等利用給付認定の両方の認定を受ける

必要があります。

具体的には、新制度幼稚園等と当該預かり保育事業を利用する場合、教育・保育給付認定において

は「1号認定」を、施設等利用給付認定においては「新 2号認定」を受けることになります。

・認定後、「施設等利用給付認定通知書」を送付します。

お手元に届きましたら、利用前に必ず施設への提示をお願いいたします。

・認定の有効期間は、年齢や保育を必要とする事由に応じた終期までです。

・認定内容に変更が生じる場合は、「施設等利用給付認定変更届」（以下「変更届」という）に必要

書類を添えて、届出をしてください。

・「新 2号認定」、「新 3号認定」で施設等を利用している場合、毎年度当初に引き続き保育の必要性

があるかどうかの現況確認をさせていただきます。

・「新 3号認定」の有効期間終了後も、引き続き同一の施設を利用する必要があると認められる場

合は、「新 2号認定」へ変更し通知しますので、手続きの必要はありません。

・「新 3号認定」については、毎年６月に市町村民税の税額が変更されることに伴い、課税状況を確

認します。

６月以降、市町村民税課税世帯となった場合は支給要件を満たさなくなるため、認定取消となり

ます。施設等利用給付が終了する場合は、施設等利用給付認定取消通知書を送付します。

また、市町村民税非課税世帯となった場合は、認定を受けるために認定申請を行ってください。

・保育を必要とする事由が（9）育児休業中で認定後、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・

サポート・センター事業の利用をする場合は、継続利用に該当しないため、施設等利用給付の対象と

なりません。

「保育を必要とする事由」

（1） ひと月に 48 時間以上、仕事をしている。

（2） 妊娠中であるか、産後間もない（出産予定日２カ月前から出産後２カ月）。

（3） 疾病または負傷している。精神または身体に障がいがある。

（4） 同居の親族（長期入院含む）を常時、介護または看護している。

（5） 震災、風水害、火災、その他の災害復旧にあたっている。

（6） 求職活動（起業準備含む）を継続的に行っている（入園後２カ月以内）。

（7） 就学している（職業訓練含む）。

（8） 児童虐待、または DVの恐れがある。

（9） 育児休業取得時に、すでに保育園等を利用しているお子さんがいて継続利用が必要。

（10） その他、上記の（1）～（9）に類するものとして、市長が認めるもの。
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○認定区分および利用する施設・事業の支給上限月額

施設等利用給付の支給上限月額は次のとおりです。下記の額を支給額の上限として、実際の利用

に要した費用を支給します。

（ア）新 1号認定 25,700 円 （国立認定こども園等にあっては、別に定める額）

（イ）新 2号認定（認定こども園、幼稚園または特別支援学校に在籍するもの）

・認定こども園、幼稚園または特別支援学校については、25,700 円

・預かり保育事業については、11,300 円（日額上限 450 円×利用日数）
（預かり保育の実施時間等が少ない園を利用している場合は、認可外保育施設等を利用した場合と合わせて 11,300 円）

（ウ）新 2号認定（認定こども園、幼稚園または特別支援学校に在籍する者以外の者で、認可外保

育施設等を利用するもの）

・認可外保育施設等について、37,000 円

（エ）新 3号認定

・預かり保育事業については、16,300 円（日額 450 円×利用日数）
（預かり保育の実施時間等が少ない園を利用している場合は、認可外保育施設等を利用した場合と合わせて 16,300 円）

・認可外保育施設等について、42,000 円

（ア）教育・保育給付 2号認定、3号認定を受けているが、入園保留となっている場合

（認可保育園・認定こども園保育園部の利用申し込みをしたが、利用できていない場合）

・教育・保育給付 2号認定、3号認定の有効期間中で、施設等利用給付の支給要件に該当する場

合は、施設等利用給付認定申請は不要です。

該当者は施設等利用給付認定を受けているものとみなし（みなし認定）、施設等利用給付認定

通知書を送付しますので、子育て支援課までご連絡ください。

（イ）認定申請をする場合（上記（ア）以外）

・4ページの【提出必要書類】をご確認の上、認定希望日（施設利用開始日）の前月 15 日までに

提出してください。

・提出先 → 子育て支援課

※提出の際に、窓口に来られる方の本人確認(個人番号・身元確認)ができる書類をお持ちください。

※利用施設を通じて提出する場合または子育て支援課へ郵送する場合は、申請保護者の本人確認（個

人番号・身元確認）のできる書類の写しを同封してください。封緘して、封筒に申請保護者氏名

を記入しください。

※兄弟姉妹の書類は、まとめて提出してください。

※必要書類がすべてそろっていないと受付ができませんので、記入漏れや書類の不備がないよう

ご確認ください。

※個人番号や本人確認書類については、10 ページをご確認ください。

３．施設等利用給付認定申請について
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（1）新 1号認定の申請

【提出必要書類】

①「子育てのための施設等利用給付認定申請書（新 1号認定）」

※子ども一人につき１枚必要です。

（2）新 2号認定・新 3号認定の申請

【提出必要書類】

①「子育てのための施設等利用給付認定申請書（新 2号認定・新 3号認定）」

※子ども一人につき１枚必要です。

②保育を必要とする事由を証明する書類

申請児童の保護者（父・母等）それぞれについて、「保育を必要とする事由」を証明する書類の

提出が必要です。下記の【保育を必要とする事由を証明する書類】をご覧になり、該当する書類

を提出してください。申請児童が複数の場合は、証明書類の提出部数は１部で構いません。

【保育を必要とする事由を証明する書類】

保護者（父・母等）の状況 提出書類 添付書類

１．就労している（就労予定を含む）場合

〇雇用されている方

〇自営業、農業等に従事している方

就労証明書 -

２．妊娠中・出産を控えている場合

（予定日2ヵ月前～出産後2ヵ月）
保育を必要としている事由申立書

母子手帳の写等（保護者名と出産

予定日が確認できる部分）

３．疾病・障害

〇疾病等があり保育できない場合 保育を必要としている事由申立書

通院（入院）証明書

※様式は「保育を必要としている

事由申立書」の裏面にあります。

〇障がいがあり保育できない場合 保育を必要としている事由申立書
障害者手帳・療育手帳等の写（障

がいの程度が確認できる部分）

４．家族の介護または看護にあたる場合 保育を必要としている事由申立書
介護される方の障害者手帳・介護

保険証（認定済）等の写

５．災害に見舞われた場合 保育を必要としている事由申立書 罹災証明書

６．求職活動中の方 保育を必要としている事由申立書 -

７．就学

〇学生の場合

〇職業訓練を受ける場合

保育を必要としている事由申立書

学生証の写または在学を証明で

きる書類、就学時間がわかるもの

職業訓練を受けることを証する

書類、訓練時間がわかるもの

8. 育児休業中で保育利用中の子ども 就労証明書 -

9. その他 保育を必要としている事由申立書 状況を証するために必要な書類

※育休中の場合は、就労証明書に産休・育休期間、復職予定日等も記載の上、提出してください。

※就労証明書の記載内容は、必要に応じて事業所等に確認させていただく場合があります。

証明の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる

場合があります。

※保育を必要とする事由が変わったときは、その都度【保育を必要とする事由を証明する書類】を提出して

ください。
※上記のいずれにも該当しない場合、または判断できない場合は、お問合せください。
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「新 2号認定」、「新 3号認定」で施設等を利用している場合、毎年度当初に引き続き保育の必要性

があるかどうかの現況確認をさせていただきます。

現況確認の際は、別途通知にてご案内いたします。

（１）償還払いの場合

③※１「施設等利用費請求書（償還払い用）」に、該当の利用月の「領収証」、「提供証明書」を添え

て下表の請求書提出締切日までに子育て支援課に提出してください。

（子育て支援課へ郵送も可能です）

◇償還払いスケジュール表◇

③※２ 施設等利用費請求書（償還払い用）の様式は、利用の施設により異なります。

・私立幼稚園（新制度移行園除く）、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部 →【請求書様式その 1】

・幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業 →【請求書様式その 3】

・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業 →【請求書様式その 4】

④※３ 施設等利用費は、審査後に指定する金融機関の振込先口座に振り込みます。

振込通知書を送付しますのでご確認ください。

利用月 請求書提出締切日 振込予定時期

4 月・5 月・6 月 7 月末日 8 月中

7 月・8 月・9 月 10 月末日 11 月中

10 月・11 月・12 月 1 月末日 2 月中

1 月・2 月・3 月 4 月 15 日 5 月中

5．無償化による利用料の支払いについて

真庭市

認可外保育施設 等
②「領収証」・「提供証明書」

の発行

①利用料の請求・支払い

③施設等利用費を請求（※１）

「施設等利用費請求書（償還払い用）」（※２）

「領収証」

「提供証明書」

（利用者の請求を施設が取りまとめる場合もある。）

④施設等利用費の償還払い（※３）

認定保護者

4．施設等利用給付認定の現況確認について
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（２）事業者による法定代理受領（代理請求）の場合

法定代理受領とは、施設等利用給付認定子どもが施設・事業を利用した場合に、これに要する費用

を事業者が認定保護者に代わって真庭市へ請求し、支払いを受けます。施設等利用費の上限を超え

た部分の利用料は保護者負担になります。

施設等利用給付認定を受け新制度未移行幼稚園を利用する者のうち、副食費免除の対象となる者

に対して、免除対象額を助成します。

【対象施設】新制度未移行幼稚園

【対 象 者】以下のいずれかに該当するもの。

・保護者及び同一世帯員に係る市町村民税所得割合算額が 77,101 円未満であるもの。

・小学校３年生から数えて子どもが３人以上おり、かつ３番目以降の子どもが対象施設

に通っているもの。

・市町村民税を課されない者に準ずるもの。

【対象経費】食事の提供（副食の提供に限る。）にかかる実費徴収額

【限 度 額】子ども一人当たり 4,800 円／月

【助成方法】

（１）償還払いの場合

①副食費は全額園にお支払いください。

②園から領収書が発行されますので、

・真庭市副食費の実費徴収に係る補足給付支給申請書（様式第１号）

・特定子ども・子育て支援施設等の実費徴収額証明書（様式第２号）

と併せて、子育て支援課へ御提出ください。

③内容審査後、指定の銀行口座へ免除対象額を振込みます。

（２）事業者による法定代理受領（代理請求）の場合

法定代理受領とは、施設等利用給付認定子どもが施設・事業を利用した場合に、これに要する

費用を事業者が認定保護者に代わって真庭市へ請求し、支払いを受けるという制度です。施設等

利用費の上限を超えた部分の利用料は保護者負担になります。

６．副食費の免除について
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・7～10 ページの記入例を確認の上、必要書類は正しく記入してください。

※「子育てのための施設等利用給付認定申請書（新 1号認定）の記入例は載せていません。

・記入漏れや添付書類に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。

・記載方法等で不明な点がありましたらお問い合わせください。

（宛先）真庭市長

1.

2.

3.

4.

5.

6.

※1.

①申請保護者

②申請児童

【認定様式その２】
申請者の方へ この書類を郵送で提出する場合は、必ず封入・封緘し、封筒に申請保護者氏名を記入して下さい。

令和　○年　　○月　　○日

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2号認定・新3号認定) 

　【申請にあたって同意していただく事項】

申請内容が事実と相違した場合は、施設等利用給付認定を取り消すことがあります。

　以上のことに同意し、保護者の就労、疾病その他の理由により、幼稚園・認定こども園・特別支援学校(預かり保育事業も利用する(※1))、認可外保育施設、
一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業の施設等利用給付認定を希望するので、子ども・子育て支援法第３０条の５第1項の規定に基づき、
次のとおり施設等利用給付に係る認定を申請します。

預かり保育事業とは、当該幼稚園等が実施する預かり保育事業が、①平日、教育時間を含み提供時間数が８時間未満または②年間開所日数200日未満のい

ずれかの要件に該当する場合に利用可能な認可外保育施設を含みます。

認定希望日（施設利用開始日） 令和　○年　4月　1日

ふりがな 　　　　まにわ　いちろう　 〒　719　-　3292

　真庭市○○

自宅電話番号 0867　－　42　　－　○○○○

個人番号

ふりがな まにわ　　たろう 生　年　月　日 性　別 申請保護者との続柄

平成

令和

個人番号 現住所
□申請保護者と同じ

　□新２号…申請児童は、認定希望日時点で満3歳に達する日以降最初の3月31日を経過した小学校就学前

　　　　　　子どもであって、家庭における保育を受けることが困難である子ども

　□新３号…申請児童は、認定希望日時点で満3歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある小学校就

　　　　　　学前子どもであって、家庭における保育を受けることが困難である子どものうち、市町村民
　　　　　　税非課税世帯の子ども

保護者 父 母

ふりがな まにわ　　いちろう まにわ　　はなこ

氏名 真庭　一郎 真庭　花子

生年月日
昭和
平成

　○年　　5月　　2日
昭和
平成

　○年　　5月　　3日

現住所
　□申請保護者の現住所と同じ 　□申請保護者の現住所と同じ

携帯電話番号 012-3456-△△△△ 012-3456-△△△○

個人番号

認定希望日の前

年1月1日の住所

(市町村名）

　□現住所と同じ 　□現住所と同じ

認定希望日と同

一年1月1日の住

所（市町村名）

　□現住所と同じ 　□現住所と同じ

保育を必要とする
事由

※該当する番号に

    ○をして下さい。

 1. 就労　　 3. 疾病･障害　　 4. 介護等　　　
 5. 災害復旧　　 6. 求職活動　　　7. 就学 　　
 8. 虐待・ＤＶのおそれ
 9. 育児休業中で保育利用中の子ども　
 10. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

 1. 就労　　　2. 妊娠・出産　　　3. 疾病･障害　　
 4. 介護等 　 5. 災害復旧　   　 6. 求職活動　　
 7. 就学 　   8. 虐待・ＤＶのおそれ　
 9. 育児休業中で保育利用中の子ども　
 10. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）　

➡保育を必要とする事由に応じて、保育を必要とする事由を証明する書類を提出してください。

＜必ず裏面も記入して下さい＞

子ども・子育て支援法第３０条の３において準用する同法第１６条の規定に基づき、施設等利用給付認定の審査及び申請者や同居親族の市町村民税課税状

況の確認に当たって、官公署に対し必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることがあります。

申請書等に記載した内容は、施設等利用給付認定や施設等利用費の支給に関する情報として必要と認められる場合に、施設・事業者に提供することがあり

ます。

子ども・子育て支援法第３０条の１１の規定に基づき、施設等利用費は、認定を受けた保護者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に支給される場合

があります。

新年度４月利用開始の場合は、認定事務が集中し審査等に日時を要するため、申請日に関わらず、子ども・子育て支援法第３０条の５第５項の規定に基づ

き、最長で利用開始の前日まで審査結果のお知らせを延期する場合があります。

認定希望日現在で、子ども・子育て支援法第７条第１０項第４号ハの政令で定める施設（企業主導型保育事業）の利用がある場合は、本認定の申請はでき

ません。

現住所申請保護者
氏名 真庭　一郎

申請児童
氏名 真庭　太郎 ○○年　　5月　　1日 男 ・ 女 子

認定種別

※該当する□に

レをしてください。

※

上

記

「

認

定

種

別

」

が

新

３

号

に

該

当

す

る

場

合

に

記

入

し

て

下

さ

い

。

記入例

・利用開始日時点の状況について記入してください。

・父母それぞれについて該当する「保育を必要とす
る事由」を証明する書類を添付してください。

７．様式の記入例と記入上の留意事項
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□星のこども園幼稚園部

〒　　　　－

〒　　　　－

〒　　　　－

受付担当者記入欄 処理担当者記入欄

③申請児童の世帯員の状況　※「新3号認定」の申請をする場合は記入して下さい。（「新2号認定」申請の場合は記入不要）

④利用（予定）施設

幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業を利用する(予定含む)方は記入して下さい。

施設区分 施設名 所在地 利用開始予定日

□草加部幼稚園

TEL:　　　　　　－　　　　　　－　　　

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業を利用する(予定含む)方は記入して下さい。

ふりがな

施設名

TEL:　　　　　　－　　　　　　－　　　

TEL:　　　　　　－　　　　　　－　　　

TEL:　　　　　　－　　　　　　－　　　

書類提出者 父　・　母　・　郵便　・　その他（　　　　　　　　） 申 請 入 力 　　年　　月　　日

受付確認者 新 3 号 課 税 確 認 非課税 ・ 課税
個人番号確認書類 身元確認書類（個人番号確認書類2・3の場合） 認 定 ・ 却 下 　　年　　月　　日

いずれか一つ いずれか二つ 認 定 区 分 新２号　・　新３号

認 定 番 号

　年　　月　　日

～　　年　　月　　日

認 定 通 知 交 付 　　年　　月　　日

申請却下通知交 付 　　年　　月　　日

認定取消通知交 付 　　年　　月　　日

氏名 生年月日
申請児童

との続柄

就労・通学・通園先
又は単身赴任先

真庭　奈美恵
大正　昭和

平成　令和 ○年 　5月　　4日 姉 □□小学校

真庭　志郎
大正　昭和

平成　令和
○年 　5月　　4日 兄 □□小学校

真庭　一男
大正　昭和

平成　令和
○年 　5月　　4日 祖父 ☆☆商店

真庭　百合子
大正　昭和

平成　令和
○年 　5月　　4日 祖母 病気療養中

大正　昭和

平成　令和
　 年 　　月　　　日

大正　昭和

平成　令和 　 年 　　月　　　日

□幼稚園（新制度）

□幼稚園（新制度未移行）

（ 私立　・　国公立 ）
□認定こども園

□特別支援学校幼稚部

令和　○年　4月　1日
上記の園以外の場合は、この欄に記入してください

利用するサー
ビスの種類

所在地 利用開始予定日

□認可外保育施設 
□一時預かり事業 

□病児保育事業
□子育て援助活動

　支援事業

令和　　年　　月　　日

□認可外保育施設 

□一時預かり事業 
□病児保育事業

□子育て援助活動
　支援事業

令和　　年　　月　　日

□認可外保育施設 
□一時預かり事業 

□病児保育事業
□子育て援助活動

　支援事業

令和　　年　　月　　日

➡認可外保育施設の利用を希望される場合は、『保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書』を
  提出してください。

（以下は記入不要）

・運転免許証

・住基カード（写真付）

・パスポート

・その他（　　　　　　）

・健康保険証

・年金手帳

・介護保険者証

・その他（　　　　　　　）

・その他（　　　　　　　）

有 効 期 間

※
申

請

児
童

と
そ

の
父

・

母
は

記
載

不
要

申
請
児
童
の
世
帯
員
の
状
況

　1　個人番号カード

　2　個人番号通知カード
　　（別途身元確認必要）
　3　住民票
　　（別途身元確認必要）
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宛

証明日 年 月 日

― ―

― ―

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

No.

□ 農業・林業 □ 漁業 □ 鉱業・採石業・砂利採取業 □ 建設業 □ 製造業 □ 電気・ガス・熱供給・水道業

□ 情報通信業 □ 運輸業・郵便業 ☑ 卸売業・小売業 □ 金融業・保険業 □ 不動産業・物品賃貸業

□ 学術研究・専門・技術サービス □ 宿泊業・飲食サービス業 □ 生活関連サービス業・娯楽業 □ 医療・福祉

□ 教育・学習支援業 □ 複合サービス事業 □ 公務 □ その他（ ）

年 6 月 1 日

3 □ 無期 ☑ 有期 年 5 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日

□ 正社員 □ パート・アルバイト □ 派遣社員 ☑ 契約社員 □ 会計年度任用職員 □ 非常勤・臨時職員 □ 役員

□ 自営業主 □ 自営業専従者 □ 家族従業者 □ 内職 □ 業務委託 □ その他( )

月 火 水 木 金 土 日

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □

日 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

年 月 年 月 年 月

□ 取得予定 □ 取得中

年 月 日 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み

年 月 日 ～ 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み □ 介護休業 □ 病休 □ その他（ ）

年 月 日 ～ 年 月 日

11 □ 復職予定 □ 復職済み 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 年 月 日 ～ 年 月 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

13 □ 有 □ 有（予定） □ 無

14 □ 有 ☑ 有（予定） □ 無 □ 未定

15 □ 可 □ 可（予定） □ 否

16 □ 可 □ 可（予定） □ 否

17 年 月 日 年 月 日

18

年 5 月 日

年 5 月 日

年 月 日

就労証明書
真庭市長

西暦 2024 10 10 

事業所名 株式会社　まにい

代表者名 真庭　梅吉

所在地 真庭市久世○○

電話番号 0867 〇〇 ××××

担当者名 真庭　真子

記載者連絡先 0867 〇〇 ××××

項目 記載欄

フリガナ マニワ　イチロウ

本人氏名 真庭　一郎 生年月日 1990

雇用(予定)期間等 期間 
 （無期の場合は雇用開始日のみ）

2024 2025

名称

住所

祝日

□

一月当たりの就労日数 月間 21 一週当たりの就労日数 週間 5

平日 8 30 17 15 60 

土曜

日祝

合計時間 時間

就労日数 日

主な就労時間帯
・シフト時間帯

年月 2024 9 年月 2024 8 年月 2024 7

19 日／月 162 時間／月 21 日／月 184 時間／月 22 日／月 193 時間／月

期間 ～

期間

理由

期間

復職（予定）年月日

期間

主な就労時間帯
・シフト時間帯

保育士等としての勤務実態
の有無

（雇用契約の）満了後の
更新の有無

入所内定時育休短縮可否

育休延長可否

単身赴任期間（予定含む） ～

備考欄

児童名 生年月日 施設名

真庭　太郎 1 〇〇こども園

児童名 生年月日 施設名

真庭　令 3 〇〇こども園

児童名 生年月日 施設名

1 業種

2

4 本人就労先事業所

5 雇用の形態

就労時間
(固定就労の場合)

合計
時間

月間 183 時間 45 分 （うち休憩時間 1260 分）

就労時間
(変則就労の場合)

7
就労実績

※日数に有給休暇を含み、

時間数に休憩・残業時間を含む

8 産前･産後休業の取得
※取得予定を含む

9 育児休業の取得
※取得予定を含む

10
産休・育休以外の休業の

取得

12
育児のための短時間
勤務制度利用有無

※取得予定を含む

19 保護者記載欄

☑ 利用中 □ 申込中（第一希望）

□ 利用中 ☑ 申込中（第一希望）

□ 利用中 □ 申込中（第一希望）

6

記入例

●就労時間は「固定就労」、「変則就労」のどちらかに

「雇用契約上の時間」を必ず記入してください。

●雇用形態に関する補足事項がある場合は、項目No.18

「備考欄」に記載してください。

●「雇用開始日」を記載してください。

●雇用期間が有期の場合は「雇用期間（雇用開

始日と雇用終了日）」を記載し、項目No.14

「（雇用契約の）満了後の更新の有無」の該当

する□にチェックをしてください。

●項目No.3雇用期間が有期の場合は「雇用期間（雇用開始日と雇用終

了日）」を記載し、「（雇用契約の）満了後の更新の有無」の該当

する□にチェックをしてください。

●証明事項は保護者就労先事業者等に記入してもらって

ください。

●会社印の押印は不要です。

この様式は「就労証明書（標準的な様式）」（令和6年10月版）です。
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＊個人番号の届出について

※提出を受けた個人番号は、市において厳重に保管・管理したします。

※申請者が他の世帯員から個人番号の提供を受ける場合には、上記「利用目的について」を他の世

帯員にも明示してください。

＊個人番号の確認について
（１）保護者（申請者）が提出する場合

窓口に来られる方の本人確認（個人番号の確認と身元確認）をさせていただきますので、次の書

類をご持参ください。

（２）代理人が提出する場合

代理権の確認、代理人の身元確認、申請者の個人番号の確認をさせていただきますので、次の書

類をご持参ください。

（３）代理権のない使者による提出、郵送による送付の場合

個人番号が使者に見えないよう、封筒に認定申請書等と申請者の「個人番号確認書類（写し）」及

び「身元確認書類（写し）」を同封し、必ず封をして提出してください。

お問い合わせ先 ・ 認定申請書および施設等利用費請求書等提出先

〒719-3292 岡山県真庭市久世 2927-2

利用目的について

提出を受けた個人番号及び特定個人情報は、子ども・子育て支援法による子どものための教育・

保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給等に関する事務であって法令に定めるも

のに必要な目的の範囲で取り扱います。

認定申請書等への個人番号（マイナンバー）の記載・提示のお願い

個人番号を利用する事務に関する手続きを行う場合、「行政手続きにおける特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律」の規定により、下記の申請書・届出書等に原則として個人

番号の記載が必要となります。下記の書類を提出していただく際に、個人番号の確認を行います

ので、必要書類をご持参ください。

○個人番号の記載が必要な書類

・施設等利用給付認定申請書

・施設等利用給付認定変更届

個人番号確認書類 身元確認書類

個人番号カード

・個人番号通知カード

・個人番号が記載された住民票の写し 等

（以下の書類から 1点）

・運転免許証

・パスポート

・住基カード（写真付き）

・身体障害者手帳

・療育手帳

・在留カード 等

（以下の書類から 2点）

・健康保険証

・介護保険証

・各種保険の負担限度額認定証

・年金手帳

・住基カード（写真なし）

・年金証書 等

代理権の確認書類 代理人の身元確認書類 申請者の個人番号確認書類

（任意代理人）

委任状（原本）

（法定代理人）

戸籍謄本その他の資格を

証明する書類（原本）

（以下の書類から 1点）

・運転免許証

・パスポート

・住基カード（写真付き）

・身体障害者手帳

・療育手帳

・在留カード 等

（以下の書類から 2点）

・健康保険証

・介護保険証

・各種保険の負担限度額

認定証

・年金手帳

・住基カード（写真なし）

・年金証書 等

申請者の

・個人番号カードまたはその写

し

・個人番号通知カードまたはそ

の

写し

・個人番号がイ際された住民票

の

写しまたはその写し 等



12

真庭市役所 健康福祉部 子育て支援課 （電話）０８６７-４２-１０５４


